
◆ 意 見 募 集 期 間 ：

◆ 提出者数･意見数： ３人・１４件

◆

指摘箇所 提出された意見 意見に対する市の考え方 市の方針

1 第3編　第5章
啓発活動に記載がありますが、もっ
と具体的に強く訴える提案をしてほ
しい。

 啓発活動については、P40【5】市民・事業者・市の協力体制
に関する目標に記載されているため、素案の修正は行いませ
んが、頂いた御意見は、今後の廃棄物施策の検討・推進に当
たっての参考とさせていただきます。

△

3

下記に記載した内容は東広島市が掲
げた内容です。是非とも参考にして
ほしいと思います。
持続可能な社会構築に向けた人材教
育
・学校・家庭・地域が一体となった
環境活動の推進
・環境学習の推進
・市民・事業者等の環境保全活動の
促進
・環境リーダーの育成

　頂いた御意見は、今後の廃棄物施策の検討・推進に当たっ
ての参考とさせていただきます。 △

4

P23　第2編　第2章　
【3】可燃ごみの性状分
析

P29　第2編　第3章
【3】ごみ処理に関する
課題

可燃ごみの性状分析の事例をより分
かりやすく説明し改善要望を提案し
てほしいと思います。
これをどのように処理すれば大幅に
削減できるか具体的に実施事例で削
減要請してほしいと思います。

　御意見を参考に、可燃ごみの性状分析について、広報や
ホームページ等様々な媒体を用いて定期的に啓発を行ってま
いります。
　また、具体的な実施事例につきましては、今後の検討課題
とさせていただきます。

△

5
P47　第2編　第3章【6】
2(2)②ふれあい収集の実
施

この事業は、地域の現状からみても
必要な方々が多いと思われるため、
適切であり重要のものと思い、実施
をお願いしたい。
対象者として、次のような高齢者、
障害のある方々の支援が重要と思い
ます。
⑴特にエレベーターの敷設されてい
ない高層住宅の2階以上に居住される
方々
⑵自宅が1階でも、自宅からごみ収集
所まで遠い方々
料金は無料が望ましいですが、一回
当たり５０円ないし１００円程度の
料金もやむを得ないと思います。

　頂いた御意見は、今後のふれあい収集の対象者や実施方法
等の調査・検討を行うに当たり参考にさせていただきます。 △

新座市一般廃棄物処理基本計画（素案）
への御意見等と御意見等に対する市の考え方

令和４年１１月１５日（火）～令和４年１２月１４日（水）

提出された意見と意見に対する市の考え方

◎：意見のとおり素案を修正したもの
○：意見どおりではないが、素案の一部修正したもの
△：素案の修正は行わないが、今後の参考・検討課題とするもの
―：素案を修正しないもの／意見を採用しないもの

2 第2編　第4章　【4】1⑴

啓発というより強い言い方で「一般
廃棄物処理教育」という言葉を基本
計画の中に具体的に記載し市民に強

く訴えてほしいと思います。

　本計画では、（2）廃棄物減量化・再資源化に係る情報の提
供の「〇環境・ごみ教育の促進」にて、ごみ教育についてふ
れているため、素案に「一般廃棄物処理教育」という文言を
記載する予定はありませんが、頂いた御意見を参考に下記の
とおり素案に一部追記を行います。
　また、ホームページや広報誌など様々な媒体を通じて啓発
を行うとともに、出前講座や参加型幼児講座を行うなど、市
民の意識改革に努めてまいります。
※素案の修正箇所（下線部分の追加）
●P35（1)市民へのごみ減量化・再資源化の意識啓発　３行目
　そこで、広報にいざや市ホームページ、出前講座等を活用
し、市のごみの現状やごみの減量化・再資源化の取組など、
定期的に情報を発信していくことで、市民への意識啓発に努
めていきます。
●P44(2)廃棄物減量化・再資源化に係る情報の提供　
〇環境・ごみ教育の促進
　市は、小学生・中学生及び各種市民団体を対象に、ごみ問
題への関心と理解を深めてもらうため、ごみの組成や処理方
法、埋立状況等のごみ処理についての出前講座等を行いま
す。
　また、就学前の幼児を対象に、食べものを作ってくれた人
への感謝や資源の大切さを忘れない心を育み、食べ残しをな
くして食品ロスを減らすための参加型の幼児講座を行いま
す。

〇

市民等
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市民等

6
P37他　プラスチック類
の排出抑制を進めるべき

リサイクルしているからとプラスチッ
ク類やペットボトルを大量使用する現
代の生活の見直しを強調してほしい。
プラスチックの海洋汚染は記されてい
ますが、プラスチックに依存した現代
の便利な生活の見直しを市民にもっと
呼び掛けるべきです。
可燃ごみの性状分析にも、リサイクル
ごみの混入は減少し、厨芥類の割合が
増加の傾向と読み取れますが、それで
もプラスチック・ごみ類が２０％を占
めるのは、大きな問題と思います。そ
れより「資源としてリサイクル」する
ほうがよいでしょうが、特にプラス
チック類やペットボトルの場合、リサ
イクルの過程での環境負荷もとても大
きいと思います。4Rの推進は書かれて
いますが、「リサイクルしているから
安心」との考えが消費者に浸透してい
るのは事実です。どの廃棄物にも必要
なことですが、どのようにリサイクル
され、その過程でどんな環境負荷があ
るのか、市民への情報や研修の機会の
提供をしていくべきです。

　頂いた御意見を参考に、（7）容器包装廃棄物の減量化・再
資源化の促進の項目の中に、①プラスチック類の減量化の促
進についての項目を追加します。また、リサイクルの過程や
環境負荷については、これまでも広報にて掲載を行っており
ましたが、今後も引き続き調査・研究を行い、ホームページ
や広報、アプリ等様々な媒体を用いて啓発を行ってまいりま
す。

※素案の追記箇所（下線部分の追記）
●P38　１　家庭系ごみ

　①プラスチック類の減量化の促進
　本市では、資源プラスチックやペットボトルの排出量が
年々増加傾向にあります。この一つの要因として、レジ袋な
どの使い捨てプラスチック類の増加があげられます。近年、
これらプラスチックごみの増加が、川や海への流出による海
洋プラスチック問題、焼却による地球温暖化などの要因と
なっています。そのため、プラスチック類のごみ減量化の促
進として、マイボトル・マイバックの推進など、広報にい
ざ・市ホームページ等を活用しながら啓発していくことが必
要です。

〇

7
P47　第2編　第3章【6】
2(2)②ふれあい収集の実
施

高齢化が加速する現在、自宅玄関先
から直接ごみを収集する支援は喫緊
の課題と思っています。最近特に気
になるのは、エレベーターの無い団
地など中層住宅の２階以上に住む高
齢者（独居高齢者、高齢者のみの世
帯）が増えていること。介護保険を
利用していても、ごみ収集時間が８
時半～９時ころという地域では、ヘ
ルパーさんの勤務時間から外れてい
るため、ごみ出しを依頼することが
できません。地域内のボランティア
が対応するケースもあるでしょう
が、ボランティアも高齢化という現
実もあります。
　この「ふれあい収集」のなかで、
「ごみを自宅の敷地内または玄関先
から直接ごみを収集する」とありま
すが、エレベーターの無い集合住宅
でもふれあい収集を可能にするよ
う、一行を加えておくべきと思いま
す。

　頂いた御意見は、今後のふれあい収集の対象者や実施方法
等の調査・検討を行うに当たり参考にさせていただきます。 △


